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令和元年（2019年）６月12日 

小田原市水道局 

 

ご質問に対する回答 

 

令和元年度高田浄水場再整備事業支援業務委託について提出された質問と回答は、次のとおりです。 

 

番号 
仕様書等 

のページ 
質問内容 回答 

1 

 本業務を受注した場合、今後発注予定

の浄水場再整備における民間事業者と

して参加できないと考えてよいでしょ

うか。 

実施要領15(４)に記載のとおり、高田

浄水場再整備事業に関する他の入札に

参加し、当該工事を請負うことはでき

ません。 

2 

 財源として国庫補助の活用は予定され

ていますか。 

活用を予定していますが、特記仕様書

5.3.2に記載のとおり、当該業務で活

用可能な補助金について検討を行って

いただきます。 

3 

実施要領 

Ｐ4 

照査技術者の経歴として、同類業務の

照査技術者としての実績を計上しても

よろしいですか。 

計上してください。 

4 

特記仕様書 

Ｐ特1 

本ＤＢＯ事業の範囲は、「高田浄水場更

新に関するＤＢ」と「既存施設も含め

た施設のＯ」という解釈でよろしいで

すか。 

お見込みのとおり、Ｏに関しては「特

記仕様書 第２章 1.事業対象」に記載

の施設について対象とします。 

5 

特記仕様書 

Ｐ特1 

現在、運転管理業務は外部委託されて

いますか。外部委託の有無とその業務

範囲についてご教示ください。 

運転管理業務は外部委託しています。

業務範囲等の詳細については、実施要

領 13（２）「その他必要であって小田

原市水道局が認めたもの」として電子

メールで資料提供します。 

6 

特記仕様書 

P.特9 

「第 1回高田浄水場再整備事業推進委

員会」では、どういった審議内容を予

定されていますか。また、運営補助等

とは具体的にどのようなことをお考え

でしょうか。 

第 1回では「委嘱状交付式」、「委員・

事務局紹介」、「高田浄水場再事業概要

説明」、「今後のスケジュール説明」を

予定しています。 

運営補助とは、「日程調整」、「資料作

成」、「委員会進行補助」、及び「議事録

作成」を考えています。 
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番号 
仕様書等 

のページ 
質問内容 回答 

7 

実施要領 

P.6 

プレゼンテーションは予定管理技術者

または照査技術者が行うとされており

ますが、審査委員会からのご質疑への

回答をそれ以外の出席者（予定担当技

術者）が行った場合も評価対象とされ

るものと考えても宜しいでしょうか。 

質疑回答は、審査出席者の３名のどな

たが行った場合も評価対象とします。 

8 

実施要領 

Ｐ．6 

（2） 

プレゼンテーションの質疑応答への回

答者は、管理及び照査技術者でなくて

も良いとの理解でよろしいでしょう

か。 

同上 

9 

実施要領 

Ｐ.5 

ア 

「副本には、提案者が特定できるよう

な内容は一切記載しないこと」とあり

ますが、配置技術者の氏名は記載して

良いとの理解でよろしいでしょうか。 

配置技術者の氏名は記載して下さい。 

10 

実施要領 

Ｐ.5 

イ(a) 

参加申込審査で提出した業務実績を証

明する書類（契約書等）については、

再度の提出は不要との理解でよいでし

ょうか。 

再度の提出は不要です。 

11 

実施要領 

Ｐ．6 

（2） 

プレゼンテーションは、PowerPoint等

のプレゼンソフト、プロジェクタを用

いた方法を予定されていますでしょう

か。 

プレゼンテーションの方法については

制限しません。事務局でスクリーン及

びプロジェクタのみ用意しますので、

その他必要な機器等は事業者で用意し

て下さい。 

12 

実施要領 

Ｐ.7 

「業務実績、

業務体制」 

「※第１次審査と同様」との記載があ

りますが、第１次審査の審査基準（実

施要領Ｐ.4）の採点項目には、評価の

基準の「業務分担（人員数、チェック

体制）」が含まれていません。「業務分

担（人員数、チェック体制）」に関する

提案内容については、「実施要領Ｐ.5 

イ 含める内容(a)業務実績、業務体制」

として、第１次審査の提出資料に追加

して提出するとの理解でよろしいでし

ょうか。 

第１次審査で評価しませんが、プレゼ

ンテーション審査において実施体制

「業務分担（人員数、チェック体制）」

について審査しますので、企画提案書

に記載して下さい。 

※実施要領Ｐ．7「プレゼンテーション

審査基準」の内容を一部修正してホー

ムページに掲載しました。 
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番号 
仕様書等 

のページ 
質問内容 回答 

13 

実施要領 

Ｐ.9 

（2） 

見積積算、提案書作成の参考とするた

め、「高田浄水場再整備事業基本計画策

定業務委託 報告書」の閲覧（写真撮

影）を許可いただけないでしょうか。 

※提案書作成期間確保のため、可能で

あれば質疑回答予定日である6月12日

よりも前に閲覧許可が頂けると幸いで

す。 

実施要領 13（２）「その他必要であっ

て小田原市水道局が認めたもの」とし

て閲覧可能としますので、事前に事務

局まで連絡いただければ日程調整しま

す。但し、閲覧は質問回答日の6月12

日以降とします。 

なお、資料の取扱いについては、実施

要領13（２）イ「参考資料の取扱い」

を遵守して下さい。 

 

 


